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地方版デジタル田園都市国家構想総合戦略について 

 

                                  

１ 概要 

  国は、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田

園都市国家構想」の実現を図るため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」として

策定した第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、 

２０２３年度（令和５年度）を初年度とする５か年の「デジタル田園都市国家構

想総合戦略」を新たに策定した。（令和４年１２月２３日閣議決定） 

  地方においても、国の総合戦略を勘案し、地方版総合戦略の策定・改訂に努め

ることとされている。 

 

２ デジタル田園都市国家構想総合戦略 

  ＜基本的な考え方＞ 

 ・ テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでと

は大きく変化している中、今こそデジタルの力を活用して地方創生を加速化・

深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す。 

 ・ 東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、

都会に匹敵する情報やサービスを利用できるようにすることで、地方の社会課

題を成長の原動力とし、地方から全国へとボトムアップの成長につなげてい

く。 

 ・ デジタル技術の活用は、その実証の段階から実装の段階に着実に移行しつつ

あり、デジタル実装に向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタル田園都市

国家構想交付金の活用等により、各地域の優良事例の横展開を加速化。 

 ・ これまでの地方創生の取組も、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果

や知見に基づき、改良を加えながら推進していくことが重要。 

 

  ＜総合戦略のポイント＞ 

 ・ まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、２０２３年度から 

２０２７年度までの５か年の新たな総合戦略を策定。デジタル田園都市国家構想

基本方針で定めた取組の方向性に沿って、各府省庁の施策の充実・具体化を図る

とともに、ＫＰＩとロードマップ（工程表）を位置付け。 

 ・ 地方は、地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域の個性や魅力を生

かした地域ビジョンを再構築し、地方版総合戦略を改訂に努める。地域ビジョ

ン実現に向け、国は政府一丸となって総合的・効果的に支援する観点から、必

要な施策間の連携をこれまで以上に強化するとともに、同様の社会課題を抱え

る複数の地方公共団体が連携して、効果的かつ効率的に課題解決に取り組むこ

とができるよう、デジタルの力も活用した地域間連携の在り方や推進策を提

示。 
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３ 策定期間 

 

  国 

 

 

 

 

 

  

富山市 

 

 

 

 

   ※ 本市では、令和４年１１月に策定した「富山市スマートシティ推進ビジ

ョン」と整合を図りつつ、計画に新たに追加する事項を整理し、令和５年

度に開催する総合戦略会議で意見を聞いた上で、改訂したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２期まち・ひと・

しごと創生総合戦略 
（Ｒ１．１２策定） 

デジタル田園都市国家構想総合戦略 
（Ｒ５～Ｒ９） 

第２期富山市まち・ 
ひと・しごと総合戦略 
（Ｒ２～Ｒ６） 

次期計画（未定） 
（Ｒ７～Ｒ９） 

改訂（未定） 
（Ｒ５～Ｒ６） 

＜地方版総合戦略の期間＞ 
国の総合戦略の期間が令和５年度～令和９年度の５か年となっていることから、地方版総合戦

略の期間も国の総合戦略の期間を勘案して設定するよう努めてください。ただし、地域の実情

に応じた期間を設定することも差し支えありません。 
 

地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和４年１２月版）より 


